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キャリア教育の教育課程を作成し、実践しつつ、関係機関との連携の中で、情報収集のための機
会を作った実践とその検討を行った。一つは、小学部から高等部までの12年間を見通して、「人間
関係を築く力」「働くことや仕事を理解する力」「将来を設計する力」「意思決定をする力」を目標に、
キャリア教育に関しての題材系統図をもとにした教育課程が組まれていた。知的障害や肢体不自
由、病弱などがあり、特別な教育的支援が必要な児童生徒は、短期間で変化を求めるのでなく、長
い見通しの中で、時間をかけて自立への発達の力を保障していくことが必要である。二つは、児童
生徒や保護者という当事者の声や願いを聴取し、雇用・労働の情報収集をもとにした進路説明会と
いう機会を関係機関と連携して設定したという点である。さらに、毎回の成果と課題を保護者の事
業評価（アンケート）をもとに、協議会の「しごと部会」の協議を通し、改善するなど、PDCA
サイクルに基づき、より効果的な協働活動を展開した。こうした生徒本人や保護者の不安解消をな
くすためのきめ細かなキャリア教育や具体的でわかりやすい支援と情報収集が、自己肯定感を育て、
社会へのソフトランデングを進めていく上で重要であることが示唆された。
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Ⅰ．問題と目的

2006（平成18）年 4 月から施行された障害者自立
支援法は、障害者の就労支援を一つの柱としており、
福祉サイドからの就労支援を充実強化するため、新
たに「就労移行支援」、「就労継続支援」等の事業が
創設された。その具体的な事業内容は表1のとおり
であるが主に「就労移行支援事業」は一般就労を希
望し、それが見込まれる者を対象にしている。また

「就労継続支援事業」はＡ型とＢ型に分かれ、Ａ型
は、雇用契約に基づく就労が可能な者を対象にして
いる。Ｂ型は「就労移行支援事業」等を利用したが、
一般企業等の雇用に結びつかない者等を対象にして
いる。

また、福祉分野と雇用・教育分野との連携を強化
し、障害者がその適性に応じて、より力を発揮して
働ける社会を目指すこととした。
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１）岐阜市立岐阜特別支援学校 ２）教育学部 ３）名古屋第二赤十字病院小児科



表１ 障害者自立支援法に定められた就労支援に関する事業

一方、障害者雇用については、2012（平成24）年
6 月 1 日現在における民間企業の実雇用率が1.69％

（前年は1.65％）と、過去最高を更新するなど進展
がみられた（厚労省・平成24年障害者雇用状況の集
計結果）。企業規模別にみると、特に1,000人以上規
模の大企業における障害者雇用が拡大しており、そ
の実雇用率は1.90％と、法定雇用率を上回っている
状況である。これは、近年、企業における CSR（企
業の社会的責任）の浸透やコンプライアンス（法令
遵守）の徹底に伴い、障害者雇用に対する企業側の
意識が変化してきたものによると考えられる。

しかし、このように障害者雇用が一層進展してい
る一方で、依然として民間企業の実雇用率はいまだ

法定雇用率（1.8％）を下回っているとともに、法
定雇用率を達成している企業の割合も46.8％と半分
に満たしていない状況である。引き続き、厳正な雇
用率達成指導など障害者雇用の促進に向けた一層の
取組みが求められる。

では、実際の障害者の就労支援・雇用状況はどの
ような実態なのであろうか。表 2 は、平成24年の全
国、岐阜県における、表 1 の中の②就労継続支援Ａ
型、③就労継続支援Ｂ型のそれぞれの施設の数と平
均工賃実績データである。これを見ると、県内にお
いて、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型の施設
数が多くないことがわかる。また、平均工賃も全国
に比べて低いことがわかる。

表 2 平成24年 全国及び岐阜県の平均工賃

では、このような実情の中で、障害者の就労支援
はどのようにあるべきなのか。ここでは、岐阜市立
岐阜特別支援学校を例にとり、その現状について検
討をする。

表 3 は、平成23年度の岐阜市立岐阜特別支援学校

（岐阜特別支援学校と記す）における卒業生の進路
先を示したものである。これによると、一般就労は、
30％であり、70％は福祉就労である。そのうち、就
労継続支援 B 型がもっとも多く25％、就労移行支
援は11％と少ない状況にあった。

表 3 平成23年度岐阜市立岐阜特別支援学校 卒業生の進路先

中部学院大学・中部学院大学短期大学部 教育実践研究第１巻(2016）57－68

― 58 ―

① 就労移行支援事業

一般就労を希望し、適性に合った職場での一般就労等が見込まれる者に対し、事業所内における作業訓練や職場実習、
就職後の職場定着支援等を有期限で実施する事業である。

② 就労継続支援事業（Ａ型） ③ 就労継続支援事業（Ｂ型）

雇用契約に基づく就労が可能な者に対し、利用者と雇
用契約を結び就労の機会を提供するとともに、一般就労
に必要な知識、能力の高まりに応じ、一般就労への移行
に向けた支援を実施する事業である。

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用
に結びつかない者や、一定年齢に達している者に対し、
雇用契約は結ばずに就労の機会を提供する。

施設種別 算出
全 国 岐阜県

施設数 平均工賃（円） 施設数 平均工賃（円）

就労継続支援Ａ型
月額

1,554
68,691

49
68,614

時間給 724 707

就労継続支援Ｂ型
月額

7,938
14,190

111
11,708

時間給 176 148

人 数 割 合

福祉就労

生活介護

25人

6人

70%

17%
就労継続支援 B 型 9人 25%
就労継続支援 A 型 6人 17%

就労移行支援 4人 11%
一般就労 11人 30%



そのうち、一番数としては多かったＢ型事業所に
ついての岐阜特別支援学校における課題について述
べる。表 4 は、それぞれの事業所、施設を進路先と

して選択する際に、進路指導にかかわる教員などか
ら把握した課題である。

表 4 事業所、施設を進路先として選択する際の課題

それぞれの場所を選択するにあたり、固有の課題
があることがわかる。とりわけ、福祉サイドからの
就労支援を充実強化するため、新たに「就労移行支
援」「就労継続支援」等の事業が創設されたが、保
護者及び生徒にとって具体的に理解することには
至っていない現状のあることがわかる。

また、生活介護を主に担う授産施設においては、
入所・通所者の高齢化と定員不足が起きており、高
等部卒業生の進路確保が難しくなっている現状にあ
る。そのため、生徒の働きたいという意欲を生かす
ために、就労先の業種の変化に対応した進路指導の
在り方を具体化する必要があることがわかる。

では、このような現状をふまえ、特別支援学校で
は、どのようにキャリア支援を行うべきなのか。そ
れを検討するために、岐阜特別支援学校のキャリア
支援に関わる教育課程および関係機関との連携を
図った進路指導について報告し、特別支援学校に在
籍する生徒の自立をめざしたキャリア教育について
検討していくことを目的とする。

Ⅱ．研究の方法

岐阜特別支援学校におけるキャリア教育の実践を
報告し、実践検討を行う。その際、それぞれの取り
組みにおいての参加者・保護者からの感想をもとに
した事業評定を根拠に効果測定を行う。対象とする
実践は、平成24年度の進路学習の教育課程、および
岐阜市障害者自立支援協議会などの関係機関と連携
した進路説明会の取り組みである。

Ⅲ．実践報告：岐阜市立岐阜特別支援学校
における進路学習

1 ．学校全体の12年間の進路学習に関する教育課程
岐阜特別支援学校では、平成24年度は、図１のよ

うなキャリア教育題材系統図をもとに指導を行っ
た。ここでは、「人間関係を築く力」「働くことや仕
事を理解する力」「将来を設計する力」「意思決定を
する力」という、 4 つのつけたい力を形成すること
を目標に、小学部から高等部までを見通して、途切
れない支援を系統的に行うよう、意図されている。
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Ｂ型事業所を考える場合
・仕事をする力はあっても、実習の時などには本来の力を出すことができず、動きが多いなどの理由でＢ型事業所に

入れなくなってしまうことがあるという実態である。
・本人ができることは多いので、生活介護を利用するためには区分判定が出ないことになりそうで不安に思っている。

Ｂ型、Ａ型事業所を考える場合
・在学中の実習などを通して、就労移行支援Ｂ型、Ａ型を進路とすることが適切であると考えられる生徒は多数いる。

卒業の時点では就労移行支援事業所に入らなければならないとすると、受け入れてもらえる事業所は十分にはない
のが現状である。

・卒業時点で行き先がなく、在宅となるとうまくいかなくなる例が多いと考えられる。

Ａ型事業所を考える場合
・就労継続支援Ａ型の様子が少しずつ分かってきた。
・「働く」ことを支える「生活の力」を育てる支援は難しいのが現状のようなので、仕事が終わってからの過ごし方

や家庭生活、家族の問題を抱えている場合の支援が不安である。就業・生活支援センターの力を借りることが多く
なることが予想される。

一般企業への就職を考える場合
・一般就労への希望は多くの生徒が持っている。働きながら成長していける人たちなので、受け入れていただけると

ころを一つでも多く見つけていきたい。
・一般就労しても定着するためにはいろいろな支えが必要であることを感じる。職場での支援と共に、自立した生活

をするために、「家事、金銭や時間の管理、余暇利用等」の支援も必要な場合がある。



図 1 岐阜市立岐阜特別支援学校におけるキャリア教育題材系統図

2 高等部における進路学習の実際
前項で、小学部から高等部までの系統的にキャリ

ア教育を進めるための、題材系統図を示した。ここ
では、それをふまえ、高等部において 1 年から 3 年
までのそれぞれの学年において行っている進路学習
の実際について述べる。具体的には①施設見学、②
親子参加による就労した卒業生からの話を聞く会、
③保護者の進路学習会である。

表 5 は、それぞれの学年における施設等の見学の
内容である。これによれば、1年生から見学にでか
け、現場の職員の講話を聞き、実際に触れる体験を
行っていることがわかる。2 年生では、職業カウン
セラーによる講話を受けるようにしている。3 年生
では、見学に加え、自分たちの進路に関心を深める
ための事業所のアトラクション鑑賞や製品の見学も
導入している。

中部学院大学・中部学院大学短期大学部 教育実践研究第１巻(2016）57－68

― 60 ―



表 5 高等部における各学年の施設見学の内容

こうした見学や講話に加え、前年度の卒業生 4 名
を招き、現在の仕事や生活の様子、現在の仕事に就
くまでのこと、後輩達へのメッセージなどについて、
インタビュー形式により先輩の話を聞く会を設定し
ている。これは親子の参加で行った行事である。平

成24年度は、羽島市Ｍ施設、岐阜市内のＡ授産所、
岐阜市内のＰスーパーマーケット、岐阜市Ｋランド
リーサポートに就職した卒業生の話を聞いた。表 6
は、卒業生の先輩の話とそれを聞いた生徒の感想を
記したものである。

表 6 卒業生の話と生徒の感想

ここから直接、就労をしている卒業生の現在の様
子を聞くことで、自分たちの身近の人たちの頑張り
や仕事に打ち込む姿に、あこがれをもつ生徒がいた
こと、自分の今の生活をふり返り、改めて目標をも

つことができた生徒がいたことがわかる。
また、よき理解者、よき仲間との出会いが、就労

をしている卒業生たちを支えているということも分
かった。
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１年生 2 年生 3 年生

施設見学 （普通コース）
就労継続支援Ｂ型事業所の見学
【共働学校】

施設見学 （普通コース）
就労継続支援Ｂ型事業所、多機能型
事業所の見学
【すまいるはうす 清流園】

職場見学 （工業コース）
先輩の働く一般企業の見学
【サン・シング東海 LFC 株式会社】

施設見学 （普通コース）
就労継続支援Ａ型事業所、Ｂ型事業
所の見学
【いぶき 石谷事業所】

事業所訪問 （普通コース）
就労継続支援Ｂ型事業所、生活介護
事業所の見学【伊自良苑 嘉百合園】

進路ガイダンス
職業センター職業カウンセラーによ
る講話

ハローワーク見学 （工業コース）
障害者雇用の担当者による講話
パソコンを使った求人票検索の体験

オンリーワン芸術祭見学
（普通コース）

自分たちの進路に関心を深めるため
の事業所のアトラクション鑑賞や製
品の見学

市役所、障害者就業・生活支援セン
ター訪問 （工業コース）
卒業後の生活にかかわる施設の見学
と利用の仕方の体験
就労支援ワーカーとの面談

岐阜障害者就業・生活支援センター
講話
就労支援ワーカーによる講話

羽島市 M 施設に就労した先輩の話 生徒の感想

本校に在籍していた時から木工が得意だったことと、
小学部のときからこの施設を利用してきたこともあり、
卒業先の進路をここに決めたそうです。

ウクレレのパーツをいろいろな補助具を使ってミリ単
位で丁寧に削ります。このウクレレは約 4 万円もすると
ても高価なものです。作業が完成した時には先生に「で
きました。」と報告をします。

給料はトレーニングマシンを買うために貯金をしてい
ます。

・先輩は仕事が楽しいと言っていましたが、それはすご
いと思いました。仕事も真剣に最後まで手を止めずに
やっていてすごいと思いました。

・ぼくも仕事をして、ストラップを買いたいです。
・仲間と楽しく仕事をしていてすごいと思いました。私

も自分から仲間に話して、作業を丁寧にやってＷ先輩
のように楽しく生活していきたいと思いました。

・ウクレレを作る時に、一つでもいい加減な作業をする
と今までの努力が全て水の泡になってしまうと感じ
て、僕も素直に丁寧に仕事をしようと思いました。

・普段、作業で先生から教えてもらっている返事や報告・
相談がとても大事だと思いました。私たちも日常から
意識すればできることなので、できるようになりたい
です。



この会に当日、参加した保護者にとっても大変に
よい研修の場になった。親子で研修を受けること
で、家庭での共通理解を図りやすくなると考えられ
た。また、会の終了後に保護者同士が交流し合う姿
が多く見られた。

親子による進路学習を位置付けることで、進路学
習の話題が膨らんでいったことが成果としてあげら
れた。

また、岐阜特別支援学校では、表 7 のような保護
者を対象とした進路学習会を開催している。中学部
及び高等部の保護者50名以上の参加があった。高等
部の進路指導について、ビデオ映像による色々な進
路先の説明を行い、就業体験についての理解を深め
る場とした。また、高等部卒業後を支える福祉の制
度についても説明を行った。

表 7 保護者の進路学習会の内容

このような学習会の感想として、理解がしやすい
内容であったことが多数あげられた。一方で、高等
部から入学した生徒の保護者にとっては、制度につ
いて理解することが難しいという感想があった。小
学部から系統的に進路学習を進めているが、途中か
ら入学してくる生徒の保護者には、それまでの説明
の不足を補う配慮を行っていくことが必要であるこ
とが示された。

また、高等部 1 年生の保護者から 2 年時の職場実
習を決めるときに、教師に基本的に決めて欲しい。
現在保護者がもっている情報が少ないので、家庭で
決めることについては不安がある。また、直接事業
所を訪問して親子で情報を得ていくことは時間的に
も余裕がない。情報が欲しいけれど、PTA 研修会
のように他の保護者もいないため不安が大きい。な
どの意見が出された。このように情報不足のため、
家庭では十分に選択できない困難と不安をもってい
ることが把握された。

このような情報を受け、保護者が就労継続支援に
関係する事業所と接する機会を工夫する必要性が提
示された。そこで、関係機関との連携をもとにした
進路指導が必要であると判断した。そういう場を設
定し、位置づけていくことがキャリア教育の中で必
要という認識から、岐阜市障害者自立支援協議会と
連携した進路指導を行っていくことにした。次にそ

の取り組みについて述べる。

3 岐阜市障害者自立支援協議会と連携した進路指導
岐阜市障害者自立支援協議会において、岐阜特別

支援学校の進路指導の現状と課題について提案を
行った。特に、就労継続支援関係の事業所の情報を
得ることができる説明会を開催して欲しいという課
題があることを会議の場で提示した。

これを受けての協議の結果、特別支援学校卒業生
の離職者が多いという現状のもと、その対策協議に
加えて、新たに高等部生徒や保護者のニーズに対応
する取り組みが必要になり、岐阜市障害者自立支援
協議会と連携した進路指導を行うことになった。

ここでは、平成24年度、25年度、26年度のそれぞ
れについて行ったこの取り組みを報告し、そこでの
事業効果を参加者の感想によって評定し、次年度に
生かした内容を報告する。
① 平成24年度の取り組み

取り組みの初年次である24年度については、岐阜
市障害者自立支援協議会「しごと部会」が中心とな
り、施設説明会を開催することとなった。表 8 は、
この取り組みの趣旨説明である。
「しごと部会」における提案、および協議の結果、

「岐阜市就労支援事業所説明会」を開催することと
なった。表 9 は、その実施要領である。
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生活介護 介護を受けながら、生産的創造的活動を行います。障がい福祉課で区分判定を受ける必要があ
ります。

就労継続支援Ｂ型 一般企業での就労が困難な人に働く場を提供し、必要な訓練を行います。

就労継続支援Ａ型 一般企業での就労が困難な人に働く場を提供し、必要な訓練を行います。
Ｂ型と違うのは、雇用契約を結び給与をもらうことです。

就労移行支援 一般企業に就労するために必要な訓練を行います。（期間が限られています）



表 8 岐阜市障害者自立支援協議会「しごと部会」の施設説明の趣旨

表 9 「岐阜市就労支援事業所説明会」の実施要領

この説明に参加した保護者に実施したアンケート
の結果を、表10に示した。これによると、就労支援
事業所について、約80％が分かりやすかったと回答
している。また、個別相談では、事業について具体
的に資料を用いて説明を受けることができたため、
生徒や保護者の理解が深まった。

これまでは、親子で事業所を訪問して説明を受け
ていた。このため、何カ所も事業所を訪問すること
は時間的にも困難であった。今回の説明会により、
関心のある事業所の説明を複数聞くことができ、有
意義であるという意見があった。しかし、初めての
開催であり、 1 月開催となり、 2 年生からの就業体
験先の検討を行うためには、もう少し早い時期に開
催することが望ましいと考えられた。

ここでは、親子で事業所説明を受ける機会を設け
たことで、家族として我が子の進路を具体的に検討

する機会となった。現在の就労状況を理解し、これ
が長い目で我が子の進路を考えていく良い機会に
なっていると思われる。また、保護者同士が情報交
換をするよい機会にもなった。

こうした岐阜市就労支援事業所説明会の開催を通
して、これまでの協議に加えて、障害者及びその家
族のための具体的な行事を生み出すことができた意
義は大きい。学校作りの一つの目標として、第一筆
者らは子どもを中心として、家庭、地域、学校が一
体となっての「ほほえみネットワーク」づくりを進
めている。岐阜市障害者自立支援協議会において、
子どもを中心とした、家庭、岐阜市福祉部障がい福
祉課、地域の事業所、学校のネットワークが絆を深
め、これが障害のある人が地域の一員として生活し
ていく一助になることができることを願って実施さ
せた。
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高等部 2、3 年生では、卒業後の進路を考えるために地域の施設や企業で「就業体験」を行います。その就業体験
先は生徒の特性や将来への希望、住んでいる場所、通勤手段などに合わせて適切なところを探すのですが、保護者か
らは「市内にどんな施設があるのかが分からず探しづらい」という声が上がっています。そこで、市内のいくつかの
施設に学校に来ていただいて説明会を行い、実習先探しの参考にしていただきたいと考えました。

こうした機会を通じて保護者が施設への理解を深めることは、自分の子どもの将来をより深く考えその子にあった
生活をつくるきっかけになると思います。

1 目的
高等部生徒・保護者の進路選択の参考にしていただくために、事業所の具体的内容を知る機会を提供する。

2 日時：平成25年 1 月21日（月） 13：30～15：30
3 場所：岐阜市立岐阜特別支援学校 高等部棟 3 階 多目的室
4 対象：高等部 1 年生徒とその保護者

岐阜市立岐阜特別支援学校、岐阜県立盲学校、岐阜県立聾学校、岐阜県立長良特別支援学校、岐阜県立本
巣特別支援学校

5 内容：13：30 挨拶、説明
13：40 参加事業所による事業所説明（ 1 事業所 1 分程度）
14：10 個別相談会（各事業所のブースに分かれて、生徒・保護者との個別相談）

6 参加事業所：岐阜市内の就労継続支援Ｂ型事業所 11 事業所
就労継続支援Ａ型事業所 7 事業所
就労移行支援事業所 4 事業所
合計 18 事業所が参加

7 参加内訳（生徒） 岐阜市立岐阜特別支援学校23人、岐阜県立盲学校 1 人、
岐阜県立聾学校 1 人、 岐阜県立長良特別支援学校 1 人、
岐阜県立本巣特別支援学校 3 人
合計32人



無回答
分かりにくかった

少し分かりにくかった
普通

分かりやすかった
大変分かりやすかった

無回答
得られなかった

あまり得られなかった
普通

少し得られた
とても得られた

無回答
よくなかった

普通
よかった

無回答
決めていない

一般企業
就労移行

Ａ型事業所
Ｂ型事業所

図 2 平成24年 岐阜市就労支援事業所説明会 保護者アンケートの結果

② 平成25年度の取り組み
法律の改正により、平成24年度の岐阜市障害者自

立支援協議会は「岐阜市障害者総合支援協議会」と
して名称が変更され、あらたに設置された。そこで、
この会において、事務局から、平成24年度の就労支

援事業所説明会が事業所、保護者共に好評であった
ので、平成25年度も同様の形態で開催することが提
案された。改善点等を中心にして、平成25年度の取
組を表10に述べることにする。
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表10 平成25年度の岐阜市就労支援事業所説明会

今年度は親子による個別相談会を実施した。それ
によって、生徒及び保護者が事業所に関する具体的
な情報を得ることができたという評価を得ることに
なった。参加した生徒からは、「早く働いてみたく
なった」、保護者からは「今後の手がかりになった」
等の感想が寄せられたことからもその効果が見られ
る。また、事業所からは「他の事業所の様子が分かっ
た」「生徒・事業所両者に毎年開催する価値がある」

という意見が出された。
③ 平成26年度の取り組み

前年度に引き続き、平成26年度も岐阜市在住の特
別支援学校1年生とその保護者を対象に、就労支援
事業の内容等についての理解を深め、就労の促進を
目的として就労支援事業所説明会を開催することに
なった。改善点等を中心にして、平成26年度の取組
を表11に述べることにする。

表11 平成26年度の岐阜市就労支援事業所説明会

1 目的
岐阜市在住の特別支援学校高等部 1 年生の生徒とその保護者を対象に、就労支援事業の内容等についての理解を

深めることにより、就労意欲を喚起し、就労を促進することを目的として、就労支援事業所説明会を開催する。
・具体的に「就労支援事業の内容等についての理解を深めることにより、就労意欲を喚起し、就労を促進

することを目的」とすることを述べた。
2 日時：平成26年10月15日（水） 13：30～15：30

・高等部 1 年生の段階から事業所のことを広く知ることは、2 年時に実施する職場実習や職場見学につな
がるので、将来の可能性が広がるいい機会である。

・家族で卒業後の就労等について具体的に考えることができるように、前年度の12月17日より約 2 カ月前
に開催した。

3 場所：岐阜市立岐阜特別支援学校 体育館
・参加する生徒、保護者が増えている。また、事業所の参加も増えている。昨年度の会場であった岐阜特

別支援学校の多目的室は満員状態であった。これを解消するため、事業所のブーススペースをゆったり
と確保できる体育館を会場とすることに改めた。
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1 日時：平成25年12月17日（火） 13：30～15：30
・保護者の要望に応え、前年度の 1 月21日より約 1 カ月前に開催した。
・ 2 年時に実施される就業体験において、本人にふさわしい実習場所を選択する一助となった。

2 対象：岐阜市在住の市内特別支援学校高等部 1 年生徒とその保護者
・岐阜市主催の行事であるため、「岐阜市在住の市内特別支援学校高等部」と明示した。

3 参加事業所：市内28事業所
・就労移行支援 8 事業所、就労継続支援Ａ型12事業所、就労継続支援Ｂ型15事業所

4 内容：13：35 各事業所の PR
・昨年度は、予定以上に PR に時間を費やしてしまった。発表原稿をあらかじめ準備する、移動時間など

のロスを少なくする等の工夫を行うことにする。また、端的に各45秒以内で説明するように改めた。
14：00 個別相談会

個別の相談時間の目安を 5 分交代と明示した
5 参加内訳（生徒）

・岐阜市立岐阜特別支援学校46人、岐阜県立盲学校 1 人、岐阜県立長良特別支援学校 4 人、岐阜県立本巣
特別支援学校 1 人、合計52人（前年度32人）

6 事業所の概要資料を当日配布した
・参加者、支援者が共に知りたい情報を含む概要を作成した。
・当日配布する概要は、事業所の規模、食事提供、送迎、アクセス、開所時間、作業内容、工賃・給料、ボー

ナス、マイカー通勤、通勤手当、加入保険、バリアフリー対応等、事業所の PR が多く配慮できるよう
にする。



4 参加事業所：市内27事業所
・就労移行支援10事業所、就労継続支援 A 型12事業所、就労継続支援 B 型14事業所

5 内容：13：35 流れの説明 名各事業所の紹介（PR タイムはなし）
14：00 個別相談会（ 5 ～10分交代）

・昨年度は生徒一人当たりの相談時間が 5 分間あったが、生徒及び保護者に十分に説明できなかったので、
もう少し相談時間を長くしていく。本年度は、事業所の PR タイムを取り止め、個別相談の時間を 5～10
分設けるように改めた。

6 参加内訳（生徒）
・岐阜市立岐阜特別支援学校32人、岐阜県立本巣特別支援学校 2 人、岐阜県立関特別支援学校 3 人、岐阜

県立中濃特別支援学校 6 人、岐阜県立大垣特別支援学校 1 人、合計43人（前年度52人）
7「岐阜市障がい者就労支援事業所一覧」は、各学校で参加生徒・保護者に配布した。

・昨年度、生徒及び保護者に大変好評であった事業所一覧の資料を、前渡しすることに改めた。岐阜市障
がい福祉課、各事業所、各学校の連携の賜物である。

平成26年度の改善点は、市外にある特別支援学校
も対象に加え、学校と事業所で役割分担をして開催
したことである。参加者は、就労支援事業所やその
事業・内容を知り、今後の実習に向けて親子で就労
についての意識を高めることができた。

このように、平成24年度から開始された「岐阜市
就労支援事業所説明会」は徐々に定着している。岐
阜市福祉部障がい福祉課、各事業所、特別支援学校
が、子どもや保護者のために、少しでもよい説明会
にしたいという願いを持って取り組んできた成果で
ある。

ある保護者が「このような機会はなかなかないの
で貴重な体験をさせていただけたと思います。今後
これを手がかりに先のことを見つめ行動していける
と思いました。」という感想を残した。保護者や家
族が手応えを掴んだことは、何よりの成果であった。

この説明会を通して、「就労移行支援」「就労継続
支援」等の事業について、生徒や保護者が具体的に

理解する一つの場を獲得し、その後も関心を持って
事業所と関わっていくようになった。事業所におけ
る入所・通所者の高齢化と定員不足による高等部卒
業生の進路確保の難しさは減ってはいない。しかし
ながら、多くの事業所について理解を深めることで、
現実的な選択をして、充実した職場実習にしようと
いう態度が育ってきていることも成果である。

引き続き、子どもを中心として、家庭、地域の関
係機関、学校が連携を密にして、「岐阜市就労支援
事業所説明会」がより充実していくように取り組ん
でいきたい。

4 岐阜市立岐阜特別支援学校の進路学習および
地域と連携した取り組みの特徴と課題

特別支援学校高等部学習指導要領（平成21年 3 月）
第一章総則 第 2 節教育課程の編成 第 4 款教育課
程の編成・実施に当たって配慮すべき事項に表12が
あげられている。

表12 特別支援学校高等部学習指導要領に記された配慮すべき事項

先に述べたように岐阜特別支援学校では、子ども
を中心とする「ほほえみネットワーク」で学校づく
りをしている。子どもを中心とした「家庭－地域社
会－学校」の連携協力を行い、社会資源を活用して
教育活動の充実を図っている。

本研究は、「Ⅲ．実践報告：岐阜市立岐阜特別支
援学校における進路学習 1．学校全体の12年間の
進路学習に関する教育課程」における高等部の「職
業ガイダンス」に位置づけている。これは、平成
24 年度、この学習における本校保護者の「市内に
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4 職業教育に関して配慮すべき事項
（3）学校においては、キャリア教育を推進するために、地域や学校の実態、生徒の特性、進路等を考慮し、地域及び
産業界や労働界の業務を行う関係機関との連携を図り、産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体験
の機会を積極的に設けるとともに、地域や産業界等の人々の協力を積極的に得るよう配慮するものとする。



どんな施設があるのかが分からず（実習先を）探し
づらい」という困り感から生まれたものである。保
護者の困り感を受け止めた進路指導主事が、岐阜市
障害者自立支援協議会で提案したことが契機になっ
た。そこで、この協議に基づき、①保護者が就労継
続支援に関係する事業所と接する機会を生み出すこ
と、②関係機関と連携する場を設けるために、岐阜
市障害者自立支援協議会と連携した進路指導を行う
こととなった。保護者の困り感を解消するために、
岐阜市・事業所・学校が連携を図り、「岐阜市就労
支援事業所説明会」を設けるとともに、毎回の成果
と課題を PDCA サイクルにより必要な改善を行い、
地域ぐるみで歩んできた。

例えば、平成25年度から作成している「岐阜市障
がい者就労支援事業所一覧」は、事前に配布したこ
とで、生徒及び保護者が家庭で事前学習し、説明を
受けたい事業所を複数決めて参加する積極的な姿勢
を生み出している。親子で、事業所の担当者から直
接説明を受けることにより、必要とする事業所に関
する理解を得ることができ、2 年時の就業体験先決
定への意欲を高めることにもなっている。

また、本一覧が就労支援を受ける人にとり有効活
用できる資料であることから、平成26年度から岐阜
市福祉部障がい福祉課のホームページに掲載され、
広く活用されるようにもなっている。

この研究によって、「ほほえみネットワーク」を
生かし、家庭、地域社会、学校の連携協力のもと、
協働活動によりキャリア教育の充実を図りながら、
職業ガイダンスをより意義あるものにしてきたと言
えよう。

今後も、子どもを中心とする「ほほえみネットワー
ク」により、家庭、地域社会、学校が双方向で充実
を図り、子どもの社会的自立を実現していきたい。

Ⅳ．全体的考察：実践検討を通して、知的
障害特別支援学校におけるキャリア教
育を考える

2014年に我が国が批准した障害者権利条約では、
第27条に、労働および雇用について、「他の者との
平等を基礎として、障害者の労働の権利を認める」
とし、障害者の労働の権利の実現を保障し、促進す
るため、11項目（ａ～ｋ）にわたる措置を取ること

を求めている。そのうち、ａでは、「あらゆる形態
の雇用に係わるすべての事項（募集、採用及び雇用
の条件、雇用継続、昇進並びに安全かつ健康な労働
条件を含む。）に関し、障害に基づく差別を禁止す
ること。」と定められている。しかし、日本では、
授産施設等で就労する障害者に対し、労働基準法や
最低賃金法などは適用されておらず、低い水準の工
賃のままである実態が続いている。また、「障害者
の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、雇用率
を守るよう、企業に義務付けられているが、先に述
べられているように、達成水準は低いままである。

こうした障害者の雇用・労働環境がまだまだ厳し
い状況の中で、特別支援教育において、児童生徒の
自立を図り、社会への移行支援を行っていくための
実践およびその研究が重要になっている。ことに、
特別支援学校高等部においては、社会への接続を視
野に置いた教育活動を進めていくことが課題になっ
ている。

本稿では、特別支援学校の管理者である第一筆者
が、学校の教職員とともに、キャリア教育の教育課
程を作成し、実践しつつ、関係機関との連携の中で、
情報収集のための機会を作った実践が紹介されてい
る。そこでの教育的な成果と課題について述べる。

一つは、高等部になってはじめてキャリア教育が
スタートするのでなく、小学部から高等部までの12
年間を見通して、「人間関係を築く力」「働くことや
仕事を理解する力」「将来を設計する力」「意思決定
をする力」を目標に、キャリア教育に関しての題材
系統図をもとにした教育課程が組まれているという
点である。知的障害や肢体不自由、病弱などがあり、
特別な教育的支援が必要な児童生徒は、短期間で変
化を求めるのでなく、ライフサイクルの長い見通し
の中で、時間をかけて自立への発達の力を保障して
いくことが必要である。その意味で、小学部からの
キャリア教育の教育課程を教職員が検討し、実践し
ていくことは重要であると考えられる。

二つは、その中で、児童生徒や保護者という当事
者の声や願いを聴取し、学校の教育課程だけでは不
足している、雇用・労働の情報収集をもとにした進
路説明会という機会を岐阜市障害者自立支援協議会
と連携して設定しているという点である。さらに、
毎回の成果と課題を保護者の事業評価（アンケート）
をもとに、協議会の「しごと部会」の協議を通し、

知的障害のある生徒の自立をめざしたキャリア教育の実践
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改善するなど、PDCA サイクルに基づき、より効
果的な教育活動を展開しているという点である。

こうした児童生徒の自立を目指した継続的支援の
中で、一人ひとりの児童生徒に応じた成長をめざし
自分の良い所を探しながら、自己肯定を進めるキャ
リア教育を行うことが求められる。第一筆者の熊田
が「ほほえみネットワーク」という児童生徒を主役
にした関係機関との連携を通し、生徒本人や保護者
の不安解消をなくすためのきめ細かな支援や具体的
でわかりやすい情報収集が重要であると考える。こ
うしたことを通して、社会へのソフトランデングを
進めていくことが必要である。しかし、まだまだ障
害者をめぐる雇用・労働環境は厳しく、法的な整備
が求められよう。

【付記】
本報告は、岐阜市立岐阜特別支援学校の校長であ

る第一筆者の熊田正俊が、同校の高等部進路指導教
員と一緒になって取り組んだ実践を、筆者の責任で
まとめたものである。また、別府悦子と野村香代が
全体的考察の中で、実践検討を行い、宮本正一が全
体を通して校閲した。

本実践を公開するにあたっては、十分な倫理的配
慮のもと、保護者や他の教職員に対し、説明を行い、
同意を得ている。また個人が特定されないように、
報告事例や保護者の詳細は割愛した。

公表を許可してくださった岐阜市障害者総合支援
協議会の関係者の皆様、各事業所、施設の関係者各
位、生徒の保護者や学校の教職員に深く感謝いたし
ます。
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